
 

（会則７０条第２項） 

 

支部の名称及び区域 

 

 

支 部 の 名 称 

 

 

区         域 

 

静 岡 支 部 

 

 

静岡地方法務局区域 

 

沼 津 支 部 

 

 

沼津支局、御殿場、三島、伊東、熱海、大仁各出張所区域

 

富 士 支 部 

 

 

富士支局、富士宮出張所区域 

 

下 田 支 部 

 

 

下田支局区域 

 

浜 松 支 部 

 

 

浜松支局、天竜、浜北、引佐、磐田各出張所区域 

 

掛 川 支 部 

 

 

掛川支局、袋井支局、小笠出張所区域 

 

清 水 支 部 

 

 

清水出張所区域 

 

志太・榛原支部 

 

 

藤枝、島田、焼津各出張所区域 

 




